
計画作成年度 令和 3年度 

 

 

 

特定間伐等促進計画 

 

 

〔計画期間〕 

           自   令和 ３年 ４月 １日 

           至   令和１３年 ３月３１日 

 

〔連 絡 先〕 

           担 当 部 署  根室市水産経済部農林課 

           所 在 地  根室市常盤町２丁目 27番地 

           電 話 番 号  0153-23-6111 

           F A X 番 号  0153-24-8692 

           メールアドレス  suk_nourin@city.nemuro.hokkaido.jp 

 

 

 

計画策定日 令和３年 ７月 １日 
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１ 特定間伐等促進計画の目標 

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第４条第 1 項の規定により定められた北海道の基本方針や本根室市の間伐の実施状況を勘案し

て、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間で 470ha（年平均 47ha（市有林 9ha、私有林等 38ha：「ふるさとの山づくり総合計画」計画量抜粋））

の間伐を行うことを目標とするとともに、主伐後の確実な再造林を中心とした造林の実施を促進する。 

 

２ 特定間伐等促進計画の区域 

北海道の基本方針に定められた、特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準に従い、本根室市の森林の特定間伐等促進計画

の区域の範囲を別図のとおりとする。 

  注１）国土地理院１／50,000地勢図相当又は１／5,000 森林計画図の図面に図示する。 

  注２）特定間伐等促進計画の区域としては、特定間伐等の事業を実施する区域だけではなく、基本方針において示された考え方に即 

    して、特定間伐等を実施することが適当と認められる区域を幅広く設定することとし、地形図等を用いて当該区域の概略を示す。 

     この際、人工林を厳密に拾う必要はなく、介在的な天然林を含め、間伐及び造林が必要な範囲を面的に区域を設定する。 

３ 特定間伐等の実施計画 

（１）間伐・造林に関する事項  

（２）その他間伐及び造林に関する事項 

（３）作業路網に関する事項         別紙のとおり 

（４）その他施設に関する事項 

 （５）事業実施箇所に関する事項 

 

 

 

 

 

 

（国土地理院１／50,000）地勢図相当の図面又は１／5,000 森林計画図に図示） 

 ・ 特定間伐等促進計画の区域を図示（緑で囲む）した上で 

 ・ 事業実施箇所を図示（間伐･･･茶色、造林･･･赤色、作業路網等･･･青色など） 

 ・ 対図番号又は林小班名を表示（注：困難な場合は省略可） 



４ 特定間伐等の実施計画の実績 

（１）間伐・造林 

（２）その他間伐及び造林 

（３）作業路網              別紙のとおり 

（４）その他施設 

 

５ 特定植栽促進区域 

  北海道の基本方針に定められた特定植栽促進区域のうち、根室市における特定植栽促進区域の範囲は別図のとおりとする。 

  注）２の図面に併せて図示すること。 

 

６ 特定植栽事業の実施方法 

 （１）植栽すべき特定苗木の種類 

    北海道において指定される特定苗木はクリーンラーチに限られるため、根室市における特定苗木の種類についても同様とする。 

 

 （２）特に実施すべき造林の方法等の特定植栽事業の実施方法に関すること。 

    特定植栽の実施に当たっては、供給量の限られる特定苗木を有効に活用することにより、森林吸収量の最大化を図っていく観点から、特定

苗木の特性及び特定植栽促進区域の自然的社会的条件に応じ、１ヘクタール当たり概ね1,500本程度の低密度での植栽に努めるほか、コンテ

ナ苗の活用、伐採と造林の一貫作業の導入、下刈り年数の目安を３年とすることなどにより、造林の低コスト化・省力化に努めるものとす

る。 

 

７ 特定植栽事業の実施の促進のための方策 

 （１）現地検討会の開催等による特定植栽事業に関する技術の普及に関すること。 

    実施主体は、継続的に現地検討会等を開催し、特定植栽事業に関して得た技術の普及を行い、地域における主導的役割を果たす 

    よう努めるものとする。 



 

 （２）集落説明会の開催等の特定植栽事業の情報提供に関すること。 

    実施主体は特定植栽事業の実施に伴い得られた、育成状況等の有益な知見について、あらゆる機会を通じ地域内の関係者に対 し、積極的

な情報提供に努めるものとする。 

 

８ 森林経営計画等に基づく森林施業、森林施業の共同化等の推進 

（１）森林経営計画の作成及びこれに基づく間伐等の森林施業の推進並びに提案型施業の実施の推進に関すること。 

根室市内の森林経営計画認定率（面積比）は48.1％となっており、認定率の向上（計画面積の積み上げ）と実行監理の観点から、市内の森林資

源について現状を的確に把握することが求められている。 

また、面的なまとまりのある森林の持続的な経営を確保し、森林の有する多面的機能を十分に発揮するため、地域関係者との連携・協力する

体制を構築するとともに、森林経営計画を作成し森林施業の推進に努めるほか、団地的に介在する小規模森林所有者については、森林整備に意

欲のある者への森林経営の委託を促進し、間伐等の森林施業を計画的かつ効率的に実施するなど集約化施業の推進に努める。 

（２）施業の集約化に必要な森林情報の収集、境界の確認、森林所有者等の合意形成等の活動の推進に関すること。 

林地台帳、森林 GIS 等の電子データや事業実施主体等の施業情報を積極的に活用し、森林情報の収集及び解析、境界の確認等を進め、効率的な

森林施業の推進に努める。また、収集した森林情報等を活用し、林業事業体や森林施業プランナー等と連携して具体的な森林整備に関する施業

プランを作成するなど、森林所有者等の意見の集約に努め、合意形成等の推進に努める。 

 

９ 路網の整備の推進、間伐等の効率化・低コスト化の推進 

（１）路網の整備の推進に関すること。 

間伐等の効率的な森林施業を実施するため、北海道が策定した「路網・作業システム整備方針」（平成 25年３月作成）を基に、林地の傾斜

や搬出方法、林内路網密度等に考慮した林道、林業専用道、森林作業道などの丈夫で簡易な路網の整備の推進について検討する。 

（２）高性能林業機械等を活用した低コストで効率的な作業システムの整備、普及及び定着に関すること。 

路網の整備状況を踏まえ、傾斜等の自然条件や森林施業の事業量のまとまり等に応じた、高性能林業機械等を活用した低コストで効率的な

間伐等の作業システムの導入を図るとともに、それら作業システムの普及及び定着に努める。 



（３）コンテナ苗の活用等による造林・保育の低コスト化の推進に関すること。 

造林、保育コストの低減を図るため、植栽本数の低減やコンテナ苗の普及・定着など、造林・保育の低コスト化の推進について検討する。 

また、コンテナ苗木の植栽試験を実施し、本根室市の機構や土壌条件での成長を観察し、造林時期を選ばないことや、初期成長が早いとい 

ったコンテナ苗のメリットを生かした造林技術の確立を目指すほか、林業事業体や森林施業プランナー等と連携し、森林所有者や事業実施主体 

等と適地適木による植栽樹種の選定や植栽本数の低減等について意見集約を図り、合意形成に努め、普及・定着を図る。 

 

10 間伐材の利用の推進 

（１）間伐材の供給及び利用に携わる関係者間の合意形成の構築の推進に関すること。 

間伐材の利用は、資源の有効利用に寄与するとともに、森林所有者等にとっては採算性の向上により森林施業の負担軽減を可能とするもの 

であることから、根室市地域材利用推進方針に基づき、公共建築物及び公共施設に係る工作物や住宅・民間施設における地域材の利用、木質バ 

イオマスの利用の推進など、幅広い取組みを通じて間伐材の利用の推進に努める。 

また、川上から川下等の関係者が集まる会議や協議会等に積極的に参加し、関係者との合意形成や情報の共有化に努める。 

（２）長期的な木材需給に係る協定の締結等による間伐材の安定供給体制の構築の推進に関すること。 

搬出された間伐材等が適切に利用できるよう、林業事業体においては、受入工場等と木材の需給の調整を行い、間伐材等の利用の促進を図

り、安定供給体制の構築に努める。 

 

11 人材の育成・確保等 

（１）間伐や路網作設等を適切に行える現場技能者等及び林業事業体の育成確保に関すること。 

   林業就業に意欲を有する若者等を対象とした技能・技術研修等による新規就業者の確保に努めるとともに、路網の整備や高性能林業機械の

操作など高度な技術や専門知識を有する現場技術者や、高い生産性・安全性を確保しながら林内作業が実施できる技能者の育成に努める。 

（２）林業事業体に対する経営手法・技術の普及指導等に関すること。 

    北海道林業事業体登録制度を活用した、適切な森林施業や労働安全衛生管理に取組む経営感覚に優れた健全な林業事業体の育成に努める。 



３　特定間伐等の実施計画

（１）間伐・造林に関する事項

前期

後期

■前期計画

林班 小班
面積
（ha）

樹種 林齢
立木材積
（m3）

森林の
種類

実施
予定
年度

伐採
面積

伐採
方法

間伐の
方法

伐採立
木材積
（m3）

材積
伐採率
（％）

実施
予定
年度

植栽
更新
面積

更新
方法

植栽
樹種

植栽
本数
（ha当）

実施
予定
年度

作業種

年数
（下刈
り

のみ）
根室市 0093 0067 0.88 ｶﾗ 43 201 15 2021 0.88 間伐 列状 60 30 2026 0.88 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0093 0068 2.44 ｶﾗ 43 556 15 2021 2.44 間伐 列状 167 30 2026 2.44 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0093 0069 1.48 ｶﾗ 43 337 15 2021 1.48 間伐 列状 101 30 2026 1.48 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0093 0070 0.36 ｶﾗ 44 82 15 2021 0.36 間伐 列状 25 30 2026 0.36 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0082 0005 5.48 ｶﾗ 44 1,271 15 2021 5.48 間伐 列状 381 30 2026 5.48 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0082 0012 2.20 ｶﾗ 44 510 15 2021 2.20 間伐 列状 153 30 2026 2.20 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0082 0005 5.48 ｶﾗ 43 1,249 01 2021 5.48 間伐 列状 375 30 2026 5.48 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0082 0012 2.20 ｶﾗ 43 502 01 2021 2.20 間伐 列状 151 30 2026 2.20 人工造林 ｶﾗ 2,000 2026 下刈 5

根室市 0032 0073 4.52 ﾄﾄﾞ 66 886 01 2022 4.52 更新伐 帯状 443 50 2023 4.52 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2023 下刈 5 R4更新伐⇒R5樹下植栽

根室市 0032 0074 2.12 ﾄﾄﾞ 66 485 01 2022 2.12 更新伐 帯状 243 50 2023 2.12 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2023 下刈 5 R4更新伐⇒R5樹下植栽

根室市 0032 0077 0.60 ﾄﾄﾞ 66 137 01 2022 0.60 更新伐 帯状 69 50 2023 0.60 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2023 下刈 5 R4更新伐⇒R5樹下植栽

根室市 0032 0079 3.92 ﾄﾄﾞ 66 768 01 2022 3.92 更新伐 帯状 384 50 2023 3.92 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2023 下刈 5 R4更新伐⇒R5樹下植栽

根室市 0032 0093 0.72 ﾄﾄﾞ 63 183 01 2022 0.72 更新伐 帯状 92 50 2023 0.72 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2023 下刈 5 R4更新伐⇒R5樹下植栽

根室市 0089 0031 2.46 ﾄﾄﾞ 65 320 01 2023 2.46 更新伐 帯状 160 50 2024 2.46 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0035 5.16 ﾄﾄﾞ 63 1,146 01 2023 5.16 更新伐 帯状 573 50 2024 5.16 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0036 0.68 ﾄﾄﾞ 63 173 01 2023 0.68 更新伐 帯状 87 50 2024 0.68 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0045 6.48 ﾄﾄﾞ 64 829 01 2023 6.48 更新伐 帯状 415 50 2024 6.48 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0128 2.36 ﾄﾄﾞ 64 302 01 2023 2.36 更新伐 帯状 151 50 2024 2.36 樹下植栽 ﾄﾄﾞ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0081 1.20 ｶﾗ 61 142 01 2023 1.20 更新伐 帯状 71 50 2024 1.20 樹下植栽 ｶﾗ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

根室市 0089 0095 0.20 ｶﾗ 61 29 01 2023 0.20 更新伐 帯状 15 50 2024 0.20 樹下植栽 ｶﾗ 2,000 2024 下刈 5 R5更新伐⇒R6樹下植栽

2021 6.75 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2021 下刈 3 1 R2更新伐⇒R3樹下植栽

2022 5.07 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2022 下刈 3 1 R3更新伐⇒R4樹下植栽

2021 0.50 人工造林 ﾄﾞﾛﾉｷ 2,000 1 ｼｶ柵設置

2022 1.00 人工造林 ﾄﾞﾛﾉｷ 2,000 1 ｼｶ柵設置

ニチモク林産北海道 0051 0007 15.96 ﾄﾄﾞ 57 3,735 01 2022 9.53 更新伐 帯状 1,115 50 2023 9.53 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2023 下刈 3 1 R4更新伐⇒R5樹下植栽

2023 7.00 更新伐 帯状 794 50 2024 7.00 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2024 下刈 3 1 R５更新伐⇒R６樹下植栽

2024 7.00 更新伐 帯状 794 50 2025 7.00 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2025 下刈 3 1 R６更新伐⇒R７樹下植栽

2025 7.04 更新伐 帯状 799 50 2026 7.00 樹下植栽 ｶﾗ 1,000 2026 下刈 3 1 R７更新伐⇒R８樹下植栽

122.71 86.58 7,917 94.79

■後期計画

林班 小班
面積
（ha）

樹種 林齢
立木材積
（m3）

森林の
種類

実施
予定
年度

伐採
面積

伐採
方法

間伐の
方法

伐採立
木材積
（m3）

材積
伐採率
（％）

実施
予定
年度

植栽
更新
面積

更新
方法

植栽
樹種

植栽
本数
（ha当）

実施
予定
年度

作業種

年数
（下刈
り

のみ）

※特定植栽事業については、更新方法欄に特定植栽と記載すること。また、事業実施主体と森林所有者が異なる場合は備考欄に森林所有者を記載することとする。

01ニチモク林産北海道 0046 0004 17.00 未立木地

備　　考

4,776 01

事業実施
主体

対図
番号

交付金
希望

後期計画　計

事業実施
主体

対図
番号

交付金
希望

備　　考

ニチモク林産北海道 0051 0006 17.77 ﾄﾄﾞ 58 2,115 01 2021 5.07 更新伐

植栽計画 保育

前期計画　計

森林の現況 間伐等伐採計画 植栽計画 保育

帯状 302 50

ニチモク林産北海道 0048 0003 21.04 ﾄﾄﾞ 65

2025年4月～2030年3月

森林の現況 間伐等伐採計画

期　　　　　　　別 間伐等計画 植栽計画

2021年4月～2025年3月 86.58 94.79



（４）その他施設に関する事項

施設件数

前期 2

後期

事業実施
主体

林班 小班
事業実施
年度

施　設　名 数量
対図
番号

交付金
希望

備　　考

ニチモク林
産北海道

0046 0004 2022 鳥獣害防止施設（シカ柵） 1 1 ドロノキ植栽地

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。

期　　　　　　　別

令和3年4月～令和8年3月

令和8年4月～令和13年3月



４　特定間伐等の実施計画の実績

（１）間伐・造林

実施年度

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

林班 小班
面積
（ha）

樹種 林齢
実施
年度

立木
材積
（m3）

間伐の
方法

伐採立
木材積
（m3）

材積伐
採率(%)

実施
年度

植栽樹種
植栽本数
（ha当た
り）

実施
年度

作業種

根室市 611 0093 0067 0.88 カラマツ 44 2021

根室市 611 0093 0068 2.44 カラマツ 44 2021

根室市 611 0093 0069 1.48 カラマツ 44 2021

根室市 611 0093 0070 0.36 カラマツ 44 2021

根室市 611 0082 0005 5.48 カラマツ 44 2021 1,271 列状 163 12

根室市 611 0082 0012 2.20 カラマツ 44 2021 510 列状 77 15

ニチモク林産
北海道 811 0051 0006 6.75 トドマツ 58 2021 カラマツ 1,000

ニチモク林産
北海道 851 0051 0006 6.75 トドマツ 58 2021 下刈り

ニチモク林産
北海道 831 0051 0006 5.07 トドマツ 58 2021 302 帯状 533 50

ニチモク林産
北海道 001 0046 0004 0.05 2021 ドロノキ 2,000

756

419

254

206

保育

33

49

列状

列状

事業実施
主体

作業種 備　　考

　（イ）箇所別実績

森林の現況 間伐等伐採 植栽

除伐 その他

17.91 6.80 6.75

　（ア）年度別集計
間伐等 植栽 下刈り 枝打ち



（４）その他施設

実施年度 侵入防止柵（電気柵）

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

事業実施
主体

林班 小班
事業実
施年度

施　設　名 数量 備　　考

ニチモク林
産北海道

0046 0004 2021 鳥獣害防止施設（シカ柵） 1
ドロノキ植栽箇所　外周
延長３１４ｍ

※土場、植栽時に設置するシカ防止ネット等の施設の設置等を記載する。

　（イ）箇所別実績

　（ア）年度別集計
侵入防止柵

1
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